◆鹿部町町有バス利用にあたっての注意事項

町有バスを使用する団体は、以下の事項を特に遵守してください。
なお、守られない場合は、使用を中止し、次回以降の使用を承認しないことがありま
すのでご注意下さい。

①　町内団体による町有バスの運行は、社会教育、福祉及び自治活動等を行う団体
　が自ら行う研修事業及び関係機関が行う研修会に参加するときとします。
　　　・　観光要素が主を占める行事等ではないこと。
　　　・　研修や健康増進等が主の目的であっても、観光要素が大きい施設や場所に
　　　　よるものは原則認めません。
②　町有バスの利用は、原則平日の日帰りとし、午前９時から午後４時までとします。
③　申請書に使用目的が判る団体規約等を添付すること。
④　必ず利用団体の責任者が同乗し、その引率責任を明確にすること。
⑤　許可された以外の者は乗車させないこと。
⑥　車両内に危険物又はそれに類したものを搬入しないこと。
⑦　車両内及び備付物品を破損しないこと。
⑧　備付物品を車外へ持ち出さないこと。
⑨　車内での飲酒・喫煙は絶対にしないこと。
⑩　車内で発生するゴミについては、使用団体がゴミ復路等により適切に処理し、責
任をもって持ち帰ること。（ガム等は特に注意してください。）
⑪　運転者の安全運転に支障のある行為はしないこと。
⑫　集合場所は、なるべく一箇所に集約し、十分な駐車スペースを確保して下さい。
⑬　狭い道路や袋地など条件によっては運行できない場合があります。
⑭　目的地に十分な駐車スペースがない場所や、目的地まで大型車両の通行が困難
な場所については、交通事故等の未然防止のためお断りする場合があります。
⑮　駐車場や高速道路の利用に係る費用及び燃料費は申請者負担となります。
　燃料は、帰町後に原則として町内のガソリンスタンドで給油していただきます。
⑯　特別な理由がある場合を除き、日程及び順路の変更はしません。
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⑰　災害、気象状況、交通事情、車両の故障及び運転手の欠員等により町有バスの
運行が困難な場合には、使用を中止することがありますので、あらかじめご了承く
ださい。
⑱　運行を中止したことに伴い、申請者又は町有バスを使用する者に損害が生じて
も鹿部町では賠償の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
⑲　使用申請内容の変更や使用を取りやめたい場合は、お早めに建設水道課車両
係までご連絡下さい。（７－５２９４）


●運行できない主な場所 （随時更新）
・　森町鷲ノ木榎本軍上陸跡地（駐車場なし、大型車Uターン不可）
・　このほか⑭に該当する場所

●条件付きで運行できる主な場所 （随時更新）
・　森町鷲ノ木遺跡（道の駅まで可・利用者が森町文化財保護係にマイクロバスを手配）
・　長万部町二股ラジウム温泉（安全のため冬期運行不可）
・　厚沢部町俄虫温泉（安全のため冬期運行不可）



